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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】室の下方における暖房効率を向上させることが
できる空気調和装置を提供する。
【解決手段】空気調和装置１は、室外機２と、複数の室
内機１０と、制御装置２０と、を持つ。複数の室内機１
０はそれぞれ、室内熱交換器と、送風機と、を持つ。制
御装置２０は、室外機２および複数の室内機１０の動作
を制御する。制御装置２０は、暖房運転する場合に、複
数の室内機１０のうち風の吹き出し温度が最も高温とな
る第１室内機１０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄよりも上方に、複
数の室内機のうち第１室内機よりも風の吹き出し温度が
低温となる第２室内機１０Ａが配置されるように、複数
の室内機１０の動作を制御する。制御装置２０は、第２
室内機１０Ａの室内熱交換器への冷媒の供給量を、第１
室内機の室内熱交換器への冷媒の供給量よりも少なくす
ることにより、第２室内機１０Ａの風の吹き出し温度を
第１室内機の風の吹き出し温度よりも低温とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷媒が流通する室外熱交換器を備えた室外機と、
　冷媒が流通する室内熱交換器と、前記室内熱交換器の周辺の空気を送風する送風機と、
室内の温度を検出する温度センサと、をそれぞれ備えた複数の室内機と、
　前記室外機と前記複数の室内機との間で冷媒を循環させる冷媒配管と、
　前記室外機および前記複数の室内機の動作を制御する制御装置と、を備え、
　前記制御装置は、暖房運転する場合に、前記複数の室内機のうち風の吹き出し温度が最
も高温となる第１室内機よりも上方に、前記複数の室内機のうち前記第１室内機よりも風
の吹き出し温度が低温となる第２室内機が配置されるように、前記複数の室内機の動作を
制御し、
　前記制御装置は、前記第２室内機の前記室内熱交換器への冷媒の供給量を、前記第１室
内機の前記室内熱交換器への冷媒の供給量よりも少なくすることにより、前記第２室内機
の風の吹き出し温度を前記第１室内機の風の吹き出し温度よりも低温とする、
　空気調和装置。
【請求項２】
　前記制御装置は、暖房運転する場合から冷媒の循環方向を反転させて除霜運転する場合
に、前記複数の室内機のうち第３室内機の前記送風機を運転するとともに、前記複数の室
内機のうち前記第３室内機よりも下方に配置された第４室内機の前記送風機を停止する、
　請求項１に記載の空気調和装置。
【請求項３】
　前記複数の室内機はそれぞれ、風の吹き出し方向を調節するルーバを備え、
　前記制御装置は、暖房運転する場合から冷媒の流通方向を反転させて除霜運転する場合
に、前記複数の室内機のうち第３室内機の前記送風機を運転するとともに、前記第３室内
機の前記ルーバによる風の吹き出し方向を水平より上向きにする、
　請求項１または２に記載の空気調和装置。
【請求項４】
　前記複数の室内機に共通の吸気通路を備え、
　前記制御装置は、前記複数の室内機のうち第５室内機の前記温度センサによる検出温度
が目標温度に到達した場合に、前記複数の室内機のうち前記第５室内機とは異なる第６室
内機の前記送風機を運転していれば、前記第５室内機の前記室内熱交換器への冷媒の供給
を停止するとともに前記第５室内機の前記送風機を停止して前記第５室内機をサーモオフ
モードに保持する、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の空気調和装置。
【請求項５】
　前記制御装置は、前記第５室内機の前記温度センサによる検出温度が目標温度に到達し
た場合に、前記複数の室内機のうち前記第５室内機とは異なる全ての室内機の前記送風機
を停止していれば、前記第５室内機を前記サーモオフモードに保持するとともに、前記複
数の室内機のうち前記サーモオフモードに保持している室内機の中で最も上方に配置され
た第７室内機の前記送風機を運転する、
　請求項４に記載の空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、空気調和装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の室内機を略鉛直方向に並べて配置した空気調和装置がある。この空気調和装置に
おいて暖房運転する場合に、人が存在する室の下方における暖房効率（目標温度にするた
めに必要なエネルギー量）の向上が望まれている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭５９－１５３０４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、室の下方における暖房効率を向上させることができ
る空気調和装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態の空気調和装置は、室外機と、複数の室内機と、冷媒配管と、制御装置と、を
持つ。室外機は、冷媒が流通する室外熱交換器を備える。複数の室内機はそれぞれ、室内
熱交換器と、送風機と、温度センサと、を持つ。室内熱交換器は、冷媒が流通する。送風
機は、室内熱交換器の周辺の空気を送風する。温度センサは、室内の温度を検出する。冷
媒配管は、室外機と複数の室内機との間で冷媒を循環させる。制御装置は、室外機および
複数の室内機の動作を制御する。制御装置は、暖房運転する場合に、複数の室内機のうち
風の吹き出し温度が最も高温となる第１室内機よりも上方に、複数の室内機のうち第１室
内機よりも風の吹き出し温度が低温となる第２室内機が配置されるように、複数の室内機
の動作を制御する。制御装置は、第２室内機の室内熱交換器への冷媒の供給量を、第１室
内機の室内熱交換器への冷媒の供給量よりも少なくすることにより、第２室内機の風の吹
き出し温度を第１室内機の風の吹き出し温度よりも低温とする。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１の実施形態における空気調和装置の概略構成図。
【図２】第１の実施形態における空気調和装置の回路構成図。
【図３】室内機の概略構成図。
【図４】第２の実施形態における空気調和装置の動作を示す図。
【図５】第３の実施形態における空気調和装置の斜視図。
【図６】第３の実施形態における空気調和装置の概略構成図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、実施形態の空気調和装置を、図面を参照して説明する。
【０００８】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態における空気調和装置の概略構成図である。本実施形態におけ
る空気調和装置１は、冷凍サイクル装置を備えている。空気調和装置１は、室５０の外部
に配置される室外機２と、室５０の内部に配置される室内機１０とを備えている。
【０００９】
　図２は、第１の実施形態における空気調和装置の回路構成図である。
　室外機２は主に、室外熱交換器３と、室外膨張装置４と、圧縮機５と、四方弁９とを備
えている。室外熱交換器３には、室内機１０の室内膨張装置１４から延びる冷媒配管８が
室外膨張装置４を介して接続されている。室外膨張装置４は、暖房運転時、冷媒を膨張さ
せる。室外熱交換器３は、内部に流通する冷媒と室外の空気との間で熱交換を行う。室外
熱交換器３から延びる冷媒配管は、四方弁９に接続されている。四方弁９は、４本の冷媒
配管の連結を切り替える。四方弁９から延びる冷媒配管は、圧縮機５の吸入口に接続され
ている。圧縮機５は、気化した冷媒を圧縮する。圧縮機５の吐出口から延びる冷媒配管は
、四方弁９に接続されている。四方弁９から延びる冷媒配管７は、室内機１０に接続され
ている。
【００１０】
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　室内機１０は主に、室内熱交換器１３と、室内膨張装置１４とを備えている。室内熱交
換器１３には、室外機２の四方弁９から延びる冷媒配管７が接続されている。室内熱交換
器１３は、内部に流通する冷媒と室内の空気との間で熱交換を行う。室内熱交換器１３か
ら延びる冷媒配管は、室内膨張装置１４に接続されている。室内膨張装置１４は、冷房運
転時、冷媒を膨張させる。室内膨張装置１４から延びる冷媒配管８は、室外機２に接続さ
れている。冷媒配管７，８は、室外機２と室内機１０との間で冷媒を循環させる。
　本実施形態の空気調和装置１は、複数の室内機１０（１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄ
）を備えている。複数の室内機１０は、室外機２から延びる冷媒配管７，８に対して並列
に接続されている。
【００１１】
　空気調和装置１により室内の暖房運転を行う場合には、四方弁９に接続された４本の冷
媒配管を、図２の四方弁９において実線で示すように連結する。この場合、図２において
実線矢印で示すように冷媒が循環する。室外機２の圧縮機５で高温・高圧に圧縮された冷
媒が、室内機１０の室内熱交換器１３に流入する。冷媒は、室内熱交換器１３において室
内の空気に放熱して凝縮する。すなわち室内熱交換器１３は、放熱器（凝縮器）として機
能する。次に冷媒は、室内膨張装置１４において冷媒の供給量が調整され、室外膨張装置
４において膨張し、室外機２の室外熱交換器３に流入する。冷媒は、室外熱交換器３にお
いて室外の空気から吸熱して蒸発する。すなわち室外熱交換器３は、吸熱器（蒸発器）と
して機能する。気化した冷媒は圧縮機５に流入する。
【００１２】
　空気調和装置１により室内の冷房運転を行う場合には、四方弁９に接続された４本の冷
媒配管を、図２の四方弁９において破線で示すように連結する。この場合、図２において
破線矢印で示すように冷媒が循環する。室外機２の圧縮機５で高温・高圧に圧縮された冷
媒が、室外機２の室外熱交換器３に流入する。冷媒は、室外熱交換器３において室外の空
気に放熱して凝縮する。すなわち室外熱交換器３は、放熱器（凝縮器）として機能する。
次に冷媒は、室外膨張装置４において冷媒の供給量が調整され、室内膨張装置１４におい
て膨張し、室内機１０の室内熱交換器１３に流入する。冷媒は、室内熱交換器１３におい
て室内の空気から吸熱して蒸発する。すなわち室内熱交換器１３は、吸熱器（蒸発器）と
して機能する。気化した冷媒は圧縮機５に流入する。
【００１３】
　図３は、室内機の概略構成図である。室内機（室内ユニット）１０は、前述した室内熱
交換器１３および室内膨張装置１４に加えて、筐体１２と、送風機１６と、ルーバ１７と
、温度センサ１８と、制御部２２とを備えている。
　筐体１２は、略筒状に形成されている。筐体１２の両端部のうち、第１端部は空気の吹
出口１２ａであり、第２端部は空気の吸込口１２ｂである。筐体１２の内部には、室内熱
交換器１３、室内膨張装置１４および送風機１６が配置されている。
【００１４】
　室内熱交換器１３は、熱伝導率の高い金属材料で形成されている。室内熱交換器１３の
内部には、冷媒が流通する冷媒配管が配置されている。室内熱交換器１３の外表面には、
フィン等が設けられている。
　室内膨張装置１４は、ソレノイドバルブ等の電磁弁を備えた電子膨張弁である。室内膨
張装置１４は、弁開度を調整可能である。室内膨張装置１４の弁開度を調整することによ
り、冷媒の循環量が変化するので、室内熱交換器１３への冷媒の供給量を調整することが
できる。
【００１５】
　送風機１６は、ファンと、ファンを回転駆動するモータとを備えている。送風機１６は
、筐体１２の内部における室内熱交換器１３の近傍に配置されている。送風機１６は、室
内熱交換器１３に対して筐体１２の吹出口１２ａ側に配置されている。送風機１６は、筐
体１２の吸込口１２ｂから空気を吸い込み、吹出口１２ａから空気を吹き出す。送風機１
６は、室内熱交換器１３の近傍に配置されているので、室内熱交換器１３の周辺の空気を
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吹出口１２ａから室内に吹き出す。
【００１６】
　ルーバ１７は、筐体１２の吹出口１２ａに配置されている。ルーバ１７は、水平に配置
された複数の平板を備えている。複数の平板は、水平方向との成す角度が変化するように
、傾斜可能に形成されている。複数の平板の傾斜角度を変更することにより、水平方向に
対する風の吹き出し方向を調節することができる。
　温度センサ１８は、室内機１０の近傍に配置されている。温度センサ１８は、室内機１
０の近傍における室内の空気の温度を検出する。温度センサ１８は、筐体１２の内部に配
置されていてもよい。
【００１７】
　制御部２２は、室内膨張装置１４、送風機１６、ルーバ１７および温度センサ１８に接
続されている。制御部２２は、後述する遠隔操作部２１（図１参照）に接続されている。
制御部２２は、温度センサ１８から検出信号を受信する。制御部２２は、室内膨張装置１
４、送風機１６およびルーバ１７に制御信号を送信する。
【００１８】
　図１に戻り、本実施形態の空気調和装置１は、複数の室内機１０を備えている。前述し
た室外機は、複数の室内機１０を接続可能なマルチタイプの室外機であることが望ましい
。以下には、例えば４個の室内機１０（１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄ）を備える場合
を例にして説明する。複数の室内機１０を備えることにより、大きな空気調和能力を発揮
することができる。
【００１９】
　複数の室内機１０は、略鉛直方向に並んで配置されている。複数の室内機１０は、室５
０の柱（不図示）等に固定されている。複数の室内機１０を略鉛直方向に並んで配置する
ことにより、水平方向の占有スペースが小さくなり、スペース効率を向上させることがで
きる。本実施形態の空気調和装置１を工場に設置すれば、工場内を十分に空気調和できる
とともに、工場内のスペースを有効活用することができる。ただし、本実施形態の空気調
和装置１の用途は工場への設置に限られない。
【００２０】
　空気調和装置１は、遠隔操作部（リモートコントローラ）２１を備えている。遠隔操作
部２１は、室外機２および複数の室内機１０の制御部２２に接続されている。遠隔操作部
２１および複数の室内機１０の制御部２２が全体として、本実施形態の制御装置２０を形
成している。
【００２１】
　空気調和装置１を暖房運転する場合の動作について説明する。
　制御装置２０において、暖房運転開始の指令が受信されるとともに、目標温度が設定さ
れる。制御装置２０は、目標温度と温度センサ１８による検出温度との差が所定値以上の
場合に、室外機２および複数の室内機１０の暖房運転を開始する。
【００２２】
　制御装置２０は、下方に配置された室内機１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄを暖房運転する。具
体的に、制御装置２０は、室内機１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄの室内膨張装置１４を開弁する
。これにより、室内機１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄの室内熱交換器１３に冷媒が供給され、室
内熱交換器１３は周辺の空気に放熱する。制御装置２０は、室内機１０Ｂ，１０Ｃ，１０
Ｄの送風機１６を運転するとともに、ルーバ１７を水平方向より下向きに設定する。これ
により、下方の室内機１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄは、水平方向より下向きに、高温の風３０
Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄを吹き出す。
【００２３】
　一方で制御装置２０は、上方に配置された室内機１０Ａを送風運転する。制御装置２０
は、室内機１０Ａの室内膨張装置１４を閉弁する。これにより、室内機１０Ａの室内熱交
換器１３には冷媒が供給されず、室内熱交換器１３は周辺の空気に放熱しない。制御装置
２０は、室内機１０Ａの送風機１６を運転するとともに、ルーバ１７を水平方向より下向
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きに設定する。これにより、上方の室内機１０Ａは、水平方向より下向きに、室温の風３
０Ａを吹き出す。
【００２４】
　このように制御装置２０は、室内機１０Ａの室内熱交換器１３への冷媒の供給量を、室
内機１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄの室内熱交換器１３への冷媒の供給量より少なくする。
　ここで制御装置２０は、室内機１０Ａの室内膨張装置１４を閉弁することなく、微小開
度で開弁してもよい。この弁開度は、予め設定された一定の開度である。なお弁開度は、
目標温度と検出温度との差に基づいて算出される可変の開度であってもよい。また制御装
置２０は、微小開度による開弁と閉弁とを繰り返すことで、間欠的に開弁してもよい
　室内機１０Ａの室内膨張装置１４を完全に閉弁することなく、微小開度で開弁すること
により、室内熱交換器１３に微小量の冷媒が供給される。これにより、室内熱交換器１３
における冷媒の凝縮および滞留が防止できる。したがって、空気調和装置１が冷媒不足の
状態で運転されるのを防止できる。
【００２５】
　ところで、複数の室内機１０の全てを暖房運転した場合、上方の室内機１０Ａからの風
３０Ａは、室５０の下方に届きにくい。そのため、上方の室内機１０Ａは、室５０の下方
の暖房に対する寄与度が小さい。一方で、下方の室内機１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄからの風
３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄは、室５０の下方に届きやすい。そのため、下方の室内機１０Ｂ
，１０Ｃ，１０Ｄは、室５０の下方の暖房に対する寄与度が大きい。そこで本実施形態で
は、主に下方の室内機１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄで暖房運転を行う。これにより、人５１が
存在する室５０の下方における暖房効率を向上させることができる。
【００２６】
　また本実施形態では、上方の室内機１０Ａの室内膨張装置１４を閉弁する。これにより
、上方の室内機１０Ａの室内熱交換器１３に供給されなくなった冷媒は、下方の室内機１
０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄの室内熱交換器１３に供給される。そのため、下方の室内機１０Ｂ
，１０Ｃ，１０Ｄの暖房能力が向上する。これにより、空気調和装置１の暖房能力が下方
の室内機１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄに集中する。したがって、人５１が存在する室５０の下
方における暖房効率を向上させることができる。
【００２７】
　一般に、気体は温度が高いほど比重が小さい。そのため、下方の室内機１０Ｂ，１０Ｃ
，１０Ｄから下向きに吹き出された高温の風３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄは、次第に上昇する
。これに対して、上方の室内機１０Ａから下向きに吹き出された室温の風３０Ａは、上昇
せずに直進する。そのため、上方の室内機１０Ａからの風３０Ａは、下方の室内機１０Ｂ
，１０Ｃ，１０Ｄからの風３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄの上昇を妨げる。これにより、高温の
風３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄが室５０の下方に滞在する時間を長くすることができる。した
がって、人５１が存在する室５０の下方における暖房効率を向上させることができる。
【００２８】
　以上に詳述したように、本実施形態における空気調和装置の制御装置２０は、暖房運転
する場合に、複数の室内機１０のうち風の吹き出し温度が最も高温となる室内機（下方の
室内機１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄのいずれか。以下、第１室内機と言う。）よりも上方に、
複数の室内機１０のうち第１室内機よりも風の吹き出し温度が低温となる室内機（以下、
第２室内機と言う。）１０Ａが配置されるように、複数の室内機１０の動作を制御する。
また制御装置２０は、第２室内機１０Ａの室内熱交換器１３への冷媒の供給量を、第１室
内機の室内熱交換器１３への冷媒の供給量よりも少なくすることにより、第２室内機１０
Ａの風の吹き出し温度を第１室内機の風の吹き出し温度よりも低温とする。
【００２９】
　このように本実施形態では、室５０の下方の暖房に対する寄与度が大きい下方の第１室
内機を主体として暖房運転を行う。これにより、室５０の下方における暖房効率を向上さ
せることができる。
　しかも本実施形態では、室内熱交換器への冷媒供給量を調整することで、風の吹き出し
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温度を調整する。これにより、室内機１０の構成を大きく変更することなく、前述した暖
房効率の向上を実現できる。
【００３０】
　なお本実施形態では、上方の室内機１０Ａを送風運転した。しかし、極めて大きな暖房
能力が必要な場合には、全ての室内機１０を暖房運転に使用してもよい。また、空気調和
装置１を冷房運転する場合には、全ての室内機１０を冷房運転に使用する。
【００３１】
（第２の実施形態）
　図４は、第２の実施形態における空気調和装置の動作を示す図である。第２の実施形態
は、空気調和装置１の除霜運転に関するものである。第１の実施形態と同様の構成となる
部分については、その詳細な説明を省略する。
【００３２】
　空気調和装置１により暖房運転を行う場合には、室外機２の室外熱交換器３に着霜する
可能性がある。室外熱交換器３の除霜方式として、冷凍サイクル反転除霜を採用する。冷
凍サイクル反転除霜では、冷房運転の場合と同様に四方弁９を設定する。すなわち、暖房
運転の場合から冷媒の循環方向を逆転させる。この場合、室内機１０の室内熱交換器１３
が吸熱器として機能し、室外機２の室外熱交換器３が放熱器として機能する。これにより
、室外機２の室外熱交換器３を除霜することができる。
【００３３】
　除霜運転では、室内機１０の室内熱交換器１３が吸熱器として機能する。この場合に送
風機１６を運転すると、室内に低温の風３０が吹き出される。これにより、暖房を必要と
している人５１に不快感を与えることになる。しかしながら、送風機１６を停止すると、
室内熱交換器１３の周囲に低温の空気が滞留する。これにより、室内熱交換器１３の吸熱
効率が低下する。これに伴って、室外機２の室外熱交換器３の放熱効率も低下する。した
がって、除霜効率が低下し、除霜に長時間を要することになる。
【００３４】
　そこで制御装置２０は、複数の室内機１０のうち、上方に配置された室内機（第３室内
機）１０Ａの送風機１６を運転するとともに、室内機１０Ａよりも下方に配置された室内
機（第４室内機）１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄの送風機１６を停止する。
　この構成によれば、室内機１０Ａの送風機１６を運転するので、室内熱交換器１３の吸
熱効率の低下を防止できる。これにより、除霜効率の低下が抑制され、除霜時間を短縮す
ることができる。また、上方に配置された室内機１０Ａから吹き出された風は、室５０の
下方に届きにくい。そのため、室５０の下方に存在する人５１に不快感を与えることが少
ない。以上により、人５１に不快感を与えることなく、除霜時間を短縮することができる
。
【００３５】
　本実施形態では、複数の室内機１０のうち上方に配置された１つの室内機１０Ａのみに
ついて送風機１６を運転した。これに対して、複数の室内機１０のうち上方に配置された
複数の室内機について送風機１６を運転してもよい。
【００３６】
　また制御装置２０は、送風機１６を運転している室内機（第３室内機）１０Ａのルーバ
１７を水平方向よりも上向きに設定する。これにより、室内機１０Ａからの風３０Ａの吹
き出し方向を水平方向よりも上向きにする。
　この構成によれば、室内機１０Ａから吹き出された低温の風３０Ａが、室５０の下方に
届きにくくなる。したがって、室５０の下方に存在する人５１に不快感を与えることがよ
り少なくなる。
【００３７】
　本実施形態では、上方に配置された室内機１０Ａの送風機１６を運転し、その室内機１
０Ａのルーバ１７を水平方向よりも上向きに設定した。これに対して、複数の室内機１０
のうち下方に配置された室内機１０Ｄの送風機１６を運転し、その室内機１０Ｄのルーバ
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１７を水平方向よりも上向きに設定してもよい。
【００３８】
（第３の実施形態）
　図５は、第３の実施形態における空気調和装置の斜視図である。図６は、第３の実施形
態における空気調和装置の概略構成図である。なお図６では、図面を見やすくするため、
一部の構成の記載を省略している。第３の実施形態は、複数の室内機１０に共通の吸気通
路６０を備える。第１の実施形態と同様の構成となる部分については、その詳細な説明を
省略する。
【００３９】
　図５に示すように、第３の実施形態における空気調和装置３０１は、複数の室内機１０
の吸気通路６０を備えている。図６に示すように、吸気通路６０は、フレーム６２とパネ
ル６４とを組み合わせて形成されている。吸気通路６０は、室５０の柱５２を覆う筒状に
形成されている。吸気通路６０の下方には、吸気口６６が開口されている。吸気口６６に
は、エアフィルタ６７が着脱自在に設けられている。吸気通路６０の上方には、複数の室
内機１０が固定されている。図６に示すように、室内機１０の筐体１２の吸込口１２ｂに
対向する吸気通路６０の外面には、連通口６８が形成されている。これにより、吸気通路
６０は、複数の室内機１０に対する共通の吸気通路として機能する。
【００４０】
　ところで、空気調和装置３０１の暖房運転を継続すると、室内機１０の温度センサ１８
による検出温度が目標温度に到達する。この場合には、当該室内機１０の室内膨張装置１
４を閉弁して、室内熱交換器１３への冷媒供給を停止する（第１サーモオフモード）。た
だし、筐体１２の内部に高温の空気が滞留すると、温度センサ１８により室内の空気の温
度を正確に検出できなくなる。そのため第１サーモオフモードでは、室内機１０の送風機
１６を運転して、筐体１２の内部に室内の空気を取り込む。しかしながら、第１サーモオ
フモードの室内機について送風機を運転すると、目標温度よりも低い風が室内に吹き出さ
れ、人５１に不快感を与えることになる。また、送風機の運転台数が多くなり、エネルギ
ー消費量が増大する。
【００４１】
　いま、複数の室内機１０のうち、例えば室内機（第５室内機）１０Ｂの温度センサ１８
による検出温度が目標温度に到達した場合を考える。ここで、複数の室内機１０のうち当
該室内機１０Ｂとは異なる室内機（第６室内機）（例えば室内機１０Ａ）の送風機１６を
運転している場合がある。例えば、室内機１０Ａが未だ暖房運転を行っている場合などで
ある。この場合に、本実施形態では、室内機１０Ｂの室内熱交換器１３への冷媒の供給を
停止するとともに、室内機１０Ｂの送風機１６を停止する（第２サーモオフモード）。
【００４２】
　本実施形態の空気調和装置３０１は、複数の室内機１０に共通の吸気通路６０を備えて
いる。この場合、複数の室内機１０のうちいずれかの室内機１０Ａの送風機１６を運転し
ていれば、吸気通路６０が負圧になる。この負圧により、送風機１６を運転していない室
内機１０Ｂの筐体１２の吹出口１２ａから、筐体１２の内部に室内の空気が取り込まれる
。これにより、筐体１２の内部および吸気通路６０に気流が発生するので、温度センサ１
８により室内の空気の温度を正確に検出でき、送風機１６を運転する必要がなくなる。そ
のため、第１サーモオフモードにある室内機１０Ｂの送風機１６を停止して、室内機１０
Ｂを第２サーモオフモードに保持できる。したがって、目標温度よりも低い風が室内に吹
き出されなくなり、人５１に不快感を与えることがなくなる。また、送風機の運転台数が
少なくなり、エネルギー消費量を低減することができる。
【００４３】
　再び、室内機（第５室内機）１０Ｂの温度センサ１８による検出温度が目標温度に到達
した場合を考える。ここで、複数の室内機１０のうち当該室内機１０Ｂの他の全ての室内
機１０Ａ，１０Ｃ，１０Ｄの送風機１６を停止している場合がある。例えば、他の全ての
室内機１０Ａ，１０Ｃ，１０Ｄを第２サーモオフモードに保持している場合などである。
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、複数の室内機１０のうち第２サーモオフモードに保持している室内機１０Ａ，１０Ｂ，
１０Ｃ，１０Ｄの中で、最も上方に配置された室内機（第７室内機）１０Ａの送風機１６
を運転する。すなわち、室内機１０Ａを第１サーモオフモードに変更する。
【００４４】
　第１サーモオフモードでは、目標温度よりも低い風が吹き出して人５１に不快感を与え
る。そこで、第２サーモオフモードに保持している室内機１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ，１０
Ｄの中で、最も上方に配置された室内機１０Ａだけを第１サーモオフモードに変更して、
送風機１６を運転する。上方の室内機１０Ａから吹き出された風３０Ａは、室５０の下方
に届きにくい。そのため、室５０の下方に存在する人５１に不快感を与えることが少なく
なる。
【００４５】
　また制御装置２０は、送風機１６を運転している室内機１０Ａからの風３０Ａの吹き出
し方向が水平方向よりも上方となるように、ルーバ１７を設定することが望ましい。
　この構成によれば、室内機１０Ａから吹き出された風３０Ａが、室５０の下方に届きに
くくなる。したがって、室５０の下方に存在する人５１に不快感を与えることがより少な
くなる。
【００４６】
　以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、暖房運転する場合に、複数の室内
機１０のうち吹き出し温度が最も高温となる第１室内機（下方の室内機１０Ｂ，１０Ｃ，
１０Ｄのいずれか）よりも上方に、複数の室内機１０のうち第１室内機よりも吹き出し温
度が低温となる第２室内機１０Ａが配置されるように、複数の室内機１０の動作を制御す
る制御装置２０を持つ。また制御装置２０は、単位時間における第２室内機１０Ａの室内
熱交換器１３への冷媒の供給量を、単位時間における第１室内機の室内熱交換器１３への
冷媒の供給量よりも少なくすることにより、第２室内機１０Ａの吹き出し温度を第１室内
機の吹き出し温度よりも低温とする。これにより、室５０の下方における暖房効率を向上
させることができる。
【００４７】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００４８】
１，３０１…空気調和装置、２…室外機、３…室外熱交換器、７…冷媒配管、８…冷媒配
管、１０，１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄ…室内機、１３…室内熱交換器、１４…室内
膨張装置、１６…送風機、１７…ルーバ、１８…温度センサ、２０…制御装置、３０，３
０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ…風、５０…室、６０…吸気通路
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